
JP 2019-11513 A5 2020.1.30

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和2年1月30日(2020.1.30)

【公開番号】特開2019-11513(P2019-11513A)
【公開日】平成31年1月24日(2019.1.24)
【年通号数】公開・登録公報2019-003
【出願番号】特願2018-172972(P2018-172972)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ  33/02     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  38/00     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   3/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ   33/02     １０３Ａ
   Ｃ２２Ｃ   38/00     ３０４　
   Ｂ２２Ｆ    3/10     　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】令和1年12月13日(2019.12.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属マトリクス中に複合酸化物の粒子を含む鉄基焼結体であって、
　前記鉄基焼結体の断面において１７６μｍ×２２６μｍの面積の大視野をとり、この大
視野を一つ当たりの面積が３５．２μｍ×４５．２μｍとなる５×５の２５視野で見たと
き、
　前記複合酸化物の粒子の平均円相当径が、０．３μｍ以上２．５μｍ以下であり、
　前記２５視野の合計面積を、その２５視野中に存在する前記複合酸化物の合計数で除し
た値が、１０μｍ２／個以上１０００μｍ２／個以下であり、
　前記２５視野のうち、前記複合酸化物の粒子が存在しない視野数が、４視野以下であり
、
　前記鉄基焼結体は、切削加工された加工面を備え、
　前記加工面から１０μｍ以内の表層領域を含む断面において、
　前記複合酸化物の粒子は、前記金属マトリクス中に埋設された埋設部と、前記埋設部か
ら一方向に伸びると共に前記加工面に露出する露出延長部と、を有する異形粒子を含む、
　鉄基焼結体。
【請求項２】
　前記露出延長部は、前記加工面から３μｍ以内に存在する請求項１に記載の鉄基焼結体
。
【請求項３】
　前記複合酸化物は、ガラス転移点が７２５℃以下であり、軟化点が９５０℃以下である
請求項１又は請求項２に記載の鉄基焼結体。
【請求項４】
　Ｍｎを０．０５質量％以上０．３５質量％以下含有し、
　Ｍｎの少なくとも一部が前記複合酸化物と結合又は固溶して存在する請求項１から請求
項３のいずれか１項に記載の鉄基焼結体。
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【請求項５】
　Ｓを０．００１質量％以上０．０２質量％以下含有し、
　Ｓの少なくとも一部が前記複合酸化物及びＭｎの少なくとも一方と結合又は固溶して存
在する請求項４に記載の鉄基焼結体。
【請求項６】
　前記複合酸化物は、質量％で、
　　Ｓｉを４％以上３５％以下、
　　Ａｌを２％以上２５％以下、
　　Ｃａを２％以上３５％以下、
　　Ｏを３５％以上５５％以下、含有し、
　前記複合酸化物の全体質量に対するＳｉ，Ａｌ，Ｃａ，Ｏの合計含有量の質量割合が、
４５％以上９９．８％以下である請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の鉄基焼結
体。
【請求項７】
　前記複合酸化物は、
　　Ｓｉ，Ａｌ，Ｃａ，Ｏを必須元素として含有し、
　　Ｂ，Ｍｇ，Ｎａ，Ｍｎ，Ｓｒ，Ｔｉ，Ｂａ，Ｚｎから選択される１種以上の元素を含
有する請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の鉄基焼結体。
【請求項８】
　前記元素の含有量は、質量％で、
　　Ｂが４％以上８％以下、
　　Ｍｇが０．５％以上１５％以下、
　　Ｎａが０．０１％以上１％以下、
　　Ｍｎが０．０１％以上０．３％以下、
　　Ｓｒが０．０１％以上１％以下、
　　Ｔｉが０．３％以上８％以下、
　　Ｂａが２％以上２５％以下、
　　Ｚｎが５％以上４５％以下、の少なくとも一つを満たす請求項７に記載の鉄基焼結体
。
【請求項９】
　前記複合酸化物は、非晶質成分を３０質量％以上含む請求項１から請求項８のいずれか
１項に記載の鉄基焼結体。
【請求項１０】
　更に、Ｃ，Ｃｕ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｍｏから選択される１種以上の元素を含有し、
　Ｃは、前記鉄基焼結体の総量に対して０．２質量％以上３．０質量％以下含有し、
　Ｃｕ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｍｏから選択される元素は、前記鉄基焼結体の総量に対して合計で
０．５質量％以上６．５質量％以下含有する請求項１から請求項９のいずれか１項に記載
の鉄基焼結体。
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